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家
を
建
て
る
と
き 

敷
地
に
接

す
る
道
路
は
幅
員
４
ｍ
以
上

　
建
物
の
新
築
や
増
改
築
を
す

る
場
合
、
敷
地
は
建
築
基
準
法

で
定
め
ら
れ
た
道
路
（
原
則
幅

員
４
ｍ
以
上
）
に
接
し
て
い
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
幅
員
４
ｍ
未
満
の

道
路
で
あ
っ
て
も
、
建
築
基
準

法
の
適
用
を
受
け
る
前
か
ら
建

物
が
立
ち
並
ん
で
い
る
道
路

（
法
42
条
２
項
道
路
）
に
接
し

て
い
る
場
合
は
、
建
物
を
建
て

る
と
き
に
道
路
の
中
心
線
か
ら

２
ｍ
の
線
ま
で
敷
地
を
後
退
さ

せ
る
こ
と
で
、
幅
員
４
ｍ
の
道

路
が
あ
る
と
み
な
し
て
建
築
す

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
の
後

退
し
た
部
分
は
道
路
と
同
じ
扱

い
と
な
る
た
め
、建
物
や
門
塀
、

生
垣
な
ど
を
造
る
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
の
で
建
築
行
為
が
あ
る

場
合
は
撤
去
・
移
転
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
花
壇
や
樹
木
な
ど
の

障
害
物
も
通
行
の
妨
げ
に
な
る

た
め
併
せ
て
指
導
を
行
っ
て
い

ま
す
。

狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
促
進
事
業

　
２
項
道
路
に
関
し
て
「
後
退

用
地
無
償
使
用
承
諾
書
」
の
提

出
が
あ
っ
た
場
合
、
後
退
部
分

を
市
が
道
路
と
し
て
整
備
し
維

持
管
理
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

固
定
資
産
税
の
非
課
税
措
置
や

後
退
に
伴
う
塀
や
門
の
撤
去
費

用
の
一
部
補
助
制
度
（
限
度
額

10
万
円
）
が
あ
り
ま
す
。

　
後
退
用
地
を
市
に
寄
附
し
て

い
た
だ
け
る
場
合
に
は
、
分
筆

測
量
費
の
一
部
に
つ
い
て
も
補

助
し
て
い
ま
す
（
限
度
額
30
万

円
）。
こ
の
補
助
制
度
の
利
用

に
は
事
前
協
議
書
の
提
出
が
必

要
で
す
の
で
事
前
に
、
相
談
く

だ
さ
い
。

問 

建
築
課  　
☎

（21）
２
４
４
１

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

の
方
へ　

現
況
届
の
提
出

　
毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
提
出
が
な
い
場

合
、
８
月
分
か
ら
手
当
の
受
給

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
２
年

間
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合

は
、
時
効
に
よ
り
受
給
資
格
が

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
全
部
支

給
停
止
の
方
も
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
場
所

栃
木
地
域　

子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）

大
平
︑
藤
岡
︑
都
賀
︑
西
方
︑

岩
舟
地
域　
お
住
ま
い
の
地
域

の
総
合
支 

所
市
民
生
活
課

※
お
住
い
の
地
域
以
外
に
は
書

類
の
用
意
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で

必
ず
お
住
ま
い
の
地
域
で
手
続

き
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間　

８
月
７
日
（
月
）

～
10
日
（
木
）

問 

子
育
て
支
援
課
☎

（21）
２
２
２
１

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
窓
口

一
灯
点
滅
式
信
号
機
の
撤
去

　
現
在
設
置
さ
れ
て
い
る
一
灯

点
滅
式
信
号
機
は
、
国
の
指
針

に
よ
り
順
次
撤
去
さ
れ
、
高
輝

度
の
一
時
停
止
標
識
お
よ
び
路

面
標
示
に
よ
る
交
通
規
制
に
変

更
さ
れ
ま
す
。
交
通
事
故
防
止

の
た
め
、
交
差
点
で
の
確
実
な

安
全
確
認
を
お
願
い
し
ま
す 

。

問 

栃
木
警
察
署
交
通
総
務
課

　
　
　
　
　
　
☎

（25）
０
１
１
０

  

交
通
防
犯
課 

☎
（21）
２
１
５
１

水
道
建
設
課
の
お
知
ら
せ

貯
水
槽
水
道
の
適
正
な
管
理
を

　
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
で

水
道
水
を
受
水
槽
や
高
架
タ
ン

ク
な
ど
の
貯
水
槽
に
一
旦
貯
め

て
使
用
し
て
い
る
場
合
、
受
水

槽
か
ら
先
の
施
設
や
水
の
管
理

は
、
貯
水
槽
設
置
者
の
責
任
で

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

貯
水
槽
の
適
切
な
管
理
を
行
わ

な
い
と
、
水
の
汚
染
や
水
質
の

悪
化
な
ど
が
起
こ
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。「
水
槽
の
定
期
的

な
清
掃
」「
施
設
の
点
検
」「
水

質
の
検
査
（
特
に
色
、
臭
い
等

水
質
に
異
常
を
感
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
。）」
の
実
施
な

ど
、
水
の
安
全
の
た
め
適
正
な

維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
清
掃
を
委
託
す
る
場

合
は
、
資
格
を
持
っ
た
業
者
に

依
頼
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

水
道
を
ご
使
用
く
だ
さ
い

　
水
道
事
業
で
は
、
安
心
で
安

全
な
水
道
水
を
お
送
り
し
て
い

ま
す
。
ま
だ
使
用
し
て
い
な
い

方
は
、
ぜ
ひ
水
道
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
給
水
装
置
工
事
は
、

市
の
指
定
を
受
け
た
給
水
装
置

工
事
事
業
者
に
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

水
道
料
金
等
の
お
支
払
い
は
便

利
な
口
座
振
替
で

　
市
内
に
本
・
支
店
の
あ
る
金

融
機
関
ま
た
は
郵
便
局
の
窓
口

に
、
通
帳
・
届
出
印
と
水
道
の

検
針
票
ま
た
は
水
道
料
金
の
領

収
書
を
お
持
ち
の
う
え
、
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。 

問 

水
道
建
設
課
☎

（25）
２
１
０
５

屋
外
広
告
物
の
更
新
許
可
申
請

　
市
で
は
、
栃
木
県
屋
外
広
告

物
条
例
に
基
づ
く
屋
外
広
告
物

の
許
可
事
務
を
行
っ
て
い
ま

す
。
屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る

場
合
に
は
、
事
前
に
許
可
申
請

が
必
要
な
ほ
か
、
許
可
期
間
終

了
後
に
引
き
続
き
設
置
す
る
場

合
も
許
可
申
請
が
必
要
で
す
。

　
今
年
度
許
可
期
限
を
迎
え
る

屋
外
広
告
物
を
引
き
続
き
設
置

す
る
場
合
、
９
月
30
日
（
土
）

ま
で
に
更
新
許
可
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、
随
時
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

都
市
計
画
課
☎

（21）
２
４
３
２ 

水
道
料
金
の

　

激
変
緩
和
調
整
率
の
変
更

　
水
道
料
金
は
、
各
地
域
で
異

な
っ
て
い
た
料
金
の
統
一
の
た

め
、
平
成
27
年
に
現
在
の
新
料

金
に
改
定
し
ま
し
た
。
新
料
金

で
は
、
改
定
に
伴
う
使
用
料
の

急
激
な
増
減
を
避
け
る
た
め
に

４
年
間
の 

「
激
変
緩
和
措
置
」

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
緩

和
措
置
の
調
整
率
が
、
８
月
請

求
分
よ
り
、当
初
の
予
定
通
り
、

３
分
の
１
か
ら
３
分
の
２
に
変

わ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
７・
８

月
の
検
針
時
に
配
布
の
チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

水
道
業
務
課
☎

（25）
２
１
０
０

寄
付
の
御
礼

図
書
の
ご
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た

　
市
内
在
住
の
渡
辺
貞
彦
様
よ

り
、
ご
著
書
﹃
日
本
百
名
山
へ

の
山
旅　
稜
線
～
定
年
後
の
生

き
が
い
を
求
め
て
～
﹄
17
冊
を

本
市
に
寄
附
い
た
だ
き
ま
し

た
。
市
図
書
館
や
公
民
館
の
蔵

書
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

問 

生
涯
学
習
課
☎

（21）
２
４
９
２

車
椅
子
の
寄
附
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た

　

芋
の
会
（
石
川
啓
一
代
表
）

様
よ
り
、
車
椅
子
貸
与
事
業
に

供
す
る
た
め
の
車
椅
子
１
台
を

 

寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。

問 

障
が
い
福
祉
課☎

（21）
２
２
０
３

募

集

嘉
右
衛
門
町
重
伝
建
地
区 

味
噌
工
場
跡
地
保
存
活
用
計

画
策
定
懇
談
会 

参
加
者
募
集

　
嘉
右
衛
門
町
重
伝
建
地
区
の

味
噌
工
場
跡
地
保
存
活
用
計
画

を
策
定
す
る
に
あ
た
り
皆
さ
ん

の
意
見
を
求
め
る
た
め
、
懇
談

会
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数　
１
人

応
募
資
格　
市
内
在
住
の
20
歳

以
上
の
方

会
議　
５
回
程
度
開
催
（
８
月

頃
か
ら
年
度
内
平
日
昼
間
開
催

予
定
）

任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
計
画
策

定
の
日
（
平
成
30
年
３
月
末
日

予
定
）
ま
で

報
酬　
４
，０
０
０
円
（
日
額
）

申
込　
応
募
用
紙
（
問
合
先
窓

口
、 市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
）

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

８
月
10
日（
木
）ま
で
に
直
接
、

郵
送
、
メ
ー
ル
で
提
出
（
当
日

消
印
有
効
）

問 

蔵
の
街
課  

☎
（21）
２
５
７
１ 

栃
木
市
市
民
会
議
委
員
募
集

　

市
民
参
画

の
も
と
、
本

市
の
自
治
の

基
本
ル
ー
ル

で
あ
る
栃
木

市
自
治
基
本
条
例
の
検
証
や
市

政
運
営
の
指
針
と
な
る
栃
木
市

総
合
計
画
の
進
捗
管
理
な
ど
を

行
う
た
め
、
市
民
会
議
委
員
を

募
集
し
ま
す

定
員　
20
人
（
抽
選
制
）

 

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
満
18
歳
以
上
で
、
平
日
夜

開
催
の
会
議
に
出
席
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
（
10
月
１
日
時
点

で
市
の
審
議
会
等
の
委
員
を
２

つ
以
上
兼
務
し
て
い
る
方
を
除

く
）

任
期　
10
月
１
日
～
平
成
31
年

９
月
30
日
（
２
年
間
・
１
回
の

み
再
任
可
）

会
議
の
開
催　

年
８
回
程
度
、

平
日
の
夜

報
酬　
５
，０
０
０
円
（
日
額
）

申
込　
申
込
書
（
総
務
課
・
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課

窓
口
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

り
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

問
合
先
に
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー

ル
に
て
提
出
※
８
月
25
日（
金
）

必
着

問 

総
務
課　

  

☎
（21）
２
３
４
３

入
居
者
募
集
情
報

市
営
住
宅

平
井
市
営
住
宅　
３
Ｄ
Ｋ　
１

戸
（
３
階
）
※
単
身
者
入
居 

可

大
宮
市
営
住
宅　

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

１
戸
（
３
階
）

川
原
田
市
営
住
宅
A
棟　
３
Ｄ

Ｋ　
１
戸（
７
階
）※
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
付
き

川
原
田
市
営
住
宅
B
棟　
２
Ｌ

Ｄ
Ｋ　
１
戸
（
３
階
）

※
配
偶
者
が
な
く
、
20
歳
未
満

の
子
を
扶
養
す
る
方
優
先

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
（
ス
カ
イ

ハ
イ
ツ
）（
申
込
み
は
所
得
月

額
48
万
７
千
円
ま
で
の
方
）

ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
平
柳　
３
Ｌ
Ｄ

Ｋ
（
78.

45
平
方
ⅿ
）　

１
戸　

家
賃
６
万
９
千
円
／
月

３
Ｄ
Ｋ　
（
70.

23
平
方
ⅿ
）　

１
戸　
家
賃
６
万
５
千
円
／
月

ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
川
原
田　
３
Ｄ

Ｋ　
（
73.

77
平
方
ⅿ
）　

２
戸　

家
賃
６
万
６
千
円
／
月

☆
共
通
事
項

申
込
期
間　

８
月
７
日
（
月
）

～
10
日
（
木
）　

８
時
30
分
～

17
時　

入
居
日　
９
月
１
日
（
金
）

※
駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合
、

家
賃
の
他
に
駐
車
場
料
金
（
月

２
，７
０
０
円
／
台
）
が
加
算
。

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
で

入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

※
都
合
に
よ
り
、
募
集
住
戸
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
入
居
資
格
・
条
件
等
、
詳
細

は
問
合
先
へ
。

問 

住
宅
課　

  

☎
（21）
２
４
５
１


